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厚生労働大臣が認定するユースエール認定企業に 

「西川物産株式会社」を認定しました。 

～ 認定通知書交付式を行います ～ 
 

 

「ユースエール認定制度」は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況など

が優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」と

して認定する制度です。（別添リーフレットを参照ください。） 

広島労働局（局長 小沼 宏治）では、令和７年３月４日付けで「西川物産株式会社」を

ユースエール認定企業に認定しました。 

つきましては、「認定通知書交付式」を下記のとおり開催しますので、報道機関の皆様に

は、若者が働きやすい労働環境作りを推進する中小企業について、就職活動中の若者をはじ

め多くの県民の皆様に広く知っていただけるように、取材・報道をよろしくお願いします。 

なお、「西川物産株式会社」への認定通知書の交付は、広島公共職業安定所長が行いま

す。 
 
 

             

 
 

 

 

 

 

 

認定通知書交付式   

日時 ：令和７年３月１４日（金）１０：３０ 

場所 ：広島市中区上八丁堀 8－2 広島清水ビル４階 

会場 ：広島公共職業安定所 所長室  
 

〇取材についてのご案内 

取材を希望される場合は、事前に広島新卒応援ハローワーク 室長 山口 

（082-224-1120）までご連絡をお願いします。 

 

Press Release 

令和７年３月 13 日 

【照会先】 

〇広島労働局職業安定部 職業安定課   

地方労働市場情報官 荻野 倫也 

課長補佐      武田 真典 

（電話）082（502）7831        

（ユースエール認定マーク） 

添付資料 別添１：認定企業ＰＲシート 別添２：制度リーフレット 別添３：認定企業一覧 


